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後
期
高
齢
者
医
療
制
度
で
は
、
市
か
ら
、

カ
ー
ド
型
の
保
険
証
が
一
人
に
１
枚
届
き

ま
す
。
医
療
機
関
等
に
か
か
る
と
き
は
必

ず
提
示
し
て
く
だ
さ
い
。
 

　
保
険
証
の
有
効
期
間
は
、
原
則
と
し
て

毎
年
8
月
1
日
か
ら
翌
年
7
月
31
日
ま
で

の
1
年
間
で
す
。
 

　
後
期
高
齢
者
医
療
制
度
で
は
、
被
保
険

者
全
員
に
保
険
料
を
納
め
て
い
た
だ
き
ま

す
。
 

　
保
険
料
は
原
則
と
し
て
年
金
か
ら
の
天

引
き
（
特
別
徴
収
）
と
な
り
ま
す
が
、
次

の
か
た
は
納
付

書
ま
た
は
口
座

振
替
な
ど
で
納

め
て
い
た
だ
き

ま
す
（
普
通
徴

収
）。
 

 ●
年
金
の
受
給
額
が
年
額
18
万
円
未
満

の
か
た
 

●
介
護
保
険
料
と
後
期
高
齢
者
医
療
保

険
料
を
合
わ
せ
た
額
が
年
金
額
の
2

分
の
1
を
超
え
る
か
た
 

●
介
護
保
険
料
が
年
金
か
ら
天
引
き
さ

れ
て
い
な
い
か
た
 

※
年
度
途
中
で
新
規
加
入
さ
れ
た
か
た

は
、
当
初
は
納
付
書
で
の
お
支
払
い

（
普
通
徴
収
）
と
な
り
ま
す
。
 

 ○
普
通
徴
収
の
納
期
は
7
月
・
8
月
・
9

月
・
10
月
・
11
月
・
12
月
・
1
月
・
2

月
の
8
期
で
す
。
 

○
納
付
書
で
の
お
支
払
い
を
口
座
振
替
に

変
更
す
る
場
合
は
、
送
付
さ
れ
た
納
付

書
裏
面
に
記
載
の
金
融
機
関
に
直
接
お

申
し
込
み
く
だ
さ
い
。
 

※
普
通
徴
収
（
納
付
書
）
の
か
た
に
は
、

保
険
料
の
納
め
忘
れ
が
な
い
口
座
振

替
を
お
す
す
め
し
ま
す
。
 

○
年
金
か
ら
の
天
引
き
（
特
別
徴
収
）
を

希
望
に
よ
り
口
座
振
替
に
変
更
す
る
こ

と
も
で
き
ま
す
。
 

後
期
高
齢
者
医
療
保
険
に
加
入
し
て
い
る
か
た
は
、
８
月
１
日
か
ら
新
し
い
被
保

険
者
証
と
な
り
ま
す
。 

原
則
と
し
て
簡
易
書
留
で
７
月
中
に
お
送
り
し
ま
す
。
被
保
険
者
証
の
有
効
期
間

は
、
翌
年
の
７
月
３１
日
ま
で
と
な
り
ま
す
の
で
、
大
切
に
ご
使
用
く
だ
さ
い
。 

8月1日 
から 保

　
　
険
　
　
証
 

保
険
料
に
つ
い
て
 

保
険
料
の
納
付
方
法
 

保険証見本 

　
後
期
高
齢
者
医
療
制
度
被
保
険
者
で
す
。
 

　
被
保
険
者
と
は
、
75
歳
以
上
の
か
た
お

よ
び
65
歳
以
上
75
歳
未
満
で
一
定
の
障
害

の
あ
る
か
た
（
申
請
し
て
広
域
連
合
の
認

定
を
受
け
る
必
要
が
あ
り
ま
す
）
で
す
。
 

対
象
と
な
る
か
た
 

年間保険料 
（限度額５０万円） 

均等割額 
一人当たり 
４０，３００円 

 

所得割額 
前年の総所得金額等－ 
基礎控除額３３万円 

× 
所得割率　７．７５％ 

　
保
険
料
は
、
被
保
険
者
全
員
が
等
し
く

負
担
す
る
「
均
等
割
額
」
と
所
得
に
応
じ

た
「
所
得
割
額
」
を
合
計
し
て
、
個
人
単

位
で
計
算
さ
れ
ま
す
。
 

　
均
等
割
額
と
所
得
割
額
は
、
埼
玉
県
の

後
期
高
齢
者
医
療
制
度
の
運
営
主
体
で
あ

る
「
埼
玉
県
後
期
高
齢
者
医
療
広
域
連

合
」
に
よ
り
2
年
ご
と
に
決
め
ら
れ
ま
す
。
 

　
平
成
23
年
度
の
個
人
の
保
険
料
は
7
月

中
旬
に
通
知
し
ま
す
。
 


